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令和８年度 定期公募 概要    

奨学金助成事業（大学生、大学院生） 

                                公益財団法人 G-７奨学財団 

第１章 助成事業について 
１． 目的 

当財団は、学業優秀かつ創造的で豊かな人間性を備えた学生に対する支援事業、大学・研究機関等における

研究開発支援事業、スポーツや文化の振興に関する事業等を行い、もって社会に貢献する情熱とやる気をもっ

た人材の育成、学術及び科学技術の振興、及びスポーツの普及・振興に寄与することを目的として設立いたし

ました。 

 

２． 奨学金助成事業の概要 

学力優秀でありながら、経済的理由により学業の継続が困難な大学生、大学院生（ただし国外からの留学生は

除く）に対して奨学金を給付し、次代を担う創造的で豊かな人間性を備え、かつ情熱とやる気のある人材の育成

に寄与することを目指しています。 

 

第２章 定期公募の概要 
１． 定期公募の概要 

当財団は、令和８年度定期助成事業として、大学生、高等専門学校生（専攻科のみ）、および大学院生の各学

年に対する公募を行います。 

 

２． 公募期間、助成金額、採択予定件数 

公募期間 助成金額（年間） 採択予定件数 

開始 

令和８年４月１日 

締切 

令和８年４月２０日 

当日消印有効 

上限１２０万円 １1０件程度 

（令和８年４月１７日２４時までに在籍する学校より申請者一覧（指定エクセルデータ）のメールが必要です。） 

選考委員会による審査の結果、実際の助成金額は申請金額より減額されることがあります。 

 

３． 助成対象期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

４． 選考スケジュール 

令和８年４月～６月 選考員会にて書類審査・面接（オンライン開催） 

 書類選考を通過された方には面接を行います。日程については令和８年３月末までにホームページ

新着情報にてご案内いたします。 

令和８年６月末頃  採択決定、通知 
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５． 助成金の交付方法 

奨学金の支給は６ヶ月に一度とし、６ヶ月分を助成対象者の銀行口座に直接振り込みます。 

 

６． 採択後の責務 

  ① 誓約書の提出 

  ② 活動報告書の提出 

  ③ 報告会の参加（オンライン開催） 等 

 

７． 申請について 

① 他の奨学金制度との併願・併給は可能です。（但し、支給金額の減額の可能性あり） 

② 助成期間は単年度となりますが、標準修業年限を上限に継続申請は可能です。 

 

８． 応募方法 

  ① ホームページに掲載の申請書に付属提出書類を添付のうえ、在籍する学校を通して郵送により提出し

てください。 

  ② 事前に在籍する学校より申請者一覧（指定エクセルデータ）のメールが必要です。 

  ③ 申請書は、パソコン入力し署名・捺印を行ってください。（手書き不可） 

  ④ 申請書の返却はいたしません。 

 

９． 応募問い合わせ及び申請書提出先 

   公益財団法人 G-7奨学財団 事務局宛 

     〒654-0161兵庫県神戸市須磨区弥栄台 5丁目 19-2   

   TEL ：078-798-5477  FAX：078-798-5470  

  URL ： https://g-7foundation.or.jp   E-mail： office@g-7foundation.or.jp 

 

 

https://g-7foundation.or.jp/
mailto:office@g-7foundation.or.jp


トップ ＞ 令和8年度 定期公募 ＞ 奨学金助成（大学生、大学院生）

奨学金助成事業（大学生、大学院生）

１.奨学金助成事業の概要

学力優秀でありながら、経済的理由により学業の継続が困難な大学生、大学院生（ただし国外からの留学生は除く）に対して奨学金を給付し、次代を

担う創造的で豊かな人間性を備え、かつ情熱とやる気のある人材の育成に寄与することを目指しています。

２.公募期間、助成対象期間、助成金額、採択予定件数

公募期間 助成対象期間 助成金額（年間） 採択予定件数

令和８年４月１日

～４月20日（消印有効）

令和８年４月１日

～令和９年３月31日
上限120万円 110件程度

応募につきましては、在籍する学校にて取りまとめいただき①申請書類は令和８年４月20日消印有効にて郵送、②申請者一覧（指定エクセルデータ）

は事務手続き上令和８年４月17日24時までにメールでの提出をいただきます。

３.事業推進の流れ

（1）事業実施

本事業は奨学金の支給を希望する方が在籍する学校を通じて申請していただく形式です。

今年度は、大学生、高等専門学校生（専攻科のみ）、大学院生（修士（博士前期）課程・博士（博士後期）課程）または専門職大学院課程の各学年に対

する公募を行います。

助成期間は単年度となりますが、標準修業年限を上限に翌年度以降も継続申請いただくことが可能です。

（なお、翌年度以降の助成条件は変更になる可能性があります。）

（2）奨学金の支給方法

支給は６ヶ月に一度とし、６ヶ月分を助成対象者の日本国内の銀行口座に振り込みます。

（3）報告

半年ごとに所定の報告様式にて、学業や学生生活の様子を報告していただきます。

また、助成対象期間終了後に学生生活の総括的な報告をしていただきます。

４.申請者の要件

■日本国内の大学又は大学院（ただし通信制大学及び夜間大学は除く）に１年間を通し在籍することが見込まれ、学業優秀かつ学修意欲があり、将来

社会的に有益な活動を目指す者であって、学資の援助をすることが必要であると認められること。

■日本国籍を有していること。

■他の奨学金制度との併用・併願は可能です。（ただし、支給額を調整することがあります。）

公募の概要  奨学金助成（大学生、大学院生）  奨学金助成（農業大学校生） 

研究開発助成  スポーツ活動助成  応募にあたっての留意点 

新着情報一覧 サイトのご利用にあたって 個人情報の取扱について お問合せ

G-7奨学財団について 事業計画について 事業報告について 令和8年度 定期公募 令和7年度 秋季公募 公告・開示 アクセス

https://g-7foundation.or.jp/index.html
https://g-7foundation.or.jp/jyosei.html
https://g-7foundation.or.jp/syougaku.html
https://g-7foundation.or.jp/noudai-syougaku.html
https://g-7foundation.or.jp/kenkyu.html
https://g-7foundation.or.jp/sports.html
https://g-7foundation.or.jp/point.html
https://g-7foundation.or.jp/index.html
https://g-7foundation.or.jp/index.html
https://g-7foundation.or.jp/archive.html
https://g-7foundation.or.jp/term.html
https://g-7foundation.or.jp/privacy.html
mailto:office@g-7foundation.or.jp
https://g-7foundation.or.jp/keikaku.html
https://g-7foundation.or.jp/hokoku.html
https://g-7foundation.or.jp/koukoku.html
https://g-7foundation.or.jp/access.html


【5段階評価の大学の場合】

評価評号 Point

秀 AA S A 5

優 A A B 4

良 B B C 3

可 C C D 2

合 D D - 1

不合格 F F F 0

標準化定数 5

【4段階評価の大学の場合】

評価評号 Point

秀 AA S A 4

優 A A B 3

良 B B C 2

可 C C D 1

不合格 D D F 0

標準化定数 4

【3段階評価の大学の場合】

評価評号 Point

優 A S 4

良 B A 3

可 C B 2

不可 D C 0

標準化定数 3

（単位：万円）国公立大学に在学する場合

区分 通学形態
給与所得世帯

〈収入金額〉

（源泉徴収票の支払金額）

給与所得以外の世帯

〈所得金額〉

（確定申告書の所得金額）

単独世帯 自宅 188 135

2人世帯
自宅 649 374

自宅外 688 421

3人世帯

自宅 662 289

自宅外 729 336

（単位：万円）私立大学に在学する場合

区分 通学形態
給与所得世帯

〈収入金額〉

（源泉徴収票の支払金額）

給与所得以外の世帯

〈所得金額〉

（確定申告書の所得金額）

単独世帯 自宅 201 147

2人世帯
自宅 693 427

自宅外 731 474

3人世帯

自宅 737 342

自宅外 797 389

■海外留学の場合は、留学期間中の単位が国内在籍大学の単位とみなされること。（休学し、海外留学を行う場合は要件をみたさないものとします。）

５.応募資格

（1）学力基準

学部学生１年生の方は、高校３年間の評定平均値が4.0以上の方とします。学部学生２年生以上の方は、直近１年間の標準GPA（Grade Point Average）

が3.1以上の方とします。なお、GPAによる評価基準がない大学については、下記により標準GPAを算出し、判定するものとします。

標準GPA算出方法

GPA=（Point×単位数）合計 / 取得単位数

標準GPA=GPA / 標準化定数×4

（２）家計基準

応募にあたっての基準は下記の金額以内です。（対象期間：令和７年１月～12月末）

給与所得者は支払金額(控除前)、給与所得以外の所得がある者は収入金額から必要経費を差し引いた金額（所得金額）です。

単独（一人）世帯とは所得税法上独立し、金銭的援助がない者とします。



4人世帯
自宅 698 345

自宅外 752 392

5人世帯
自宅 748 528

自宅外 830 622

4人世帯
自宅 777 398

自宅外 822 445

5人世帯
自宅 807 634

自宅外 879 728

６.奨学金の使途、休止又は廃止

（１）奨学金の使途

当財団では、奨学金の使途について特に制約を設けていませんが、原則として、学業に邁進するために必要となる経費（学費や下宿家賃等）への充当

を想定しています。

そのため、申請書類において、在学中に必要と想定される費用と想定収入（他奨学金の受給状況等）を確認のうえ、支給額を決定します。ただし、奨

学金支給開始後であっても、奨学生として社会的に著しく不適切な使途への使用が判明した場合は、奨学金支給を休止又は廃止することがあります。

（２）奨学金の支給休止又は廃止

奨学生が次のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の支給を休止又は廃止をすることがあります。

下記事項に該当することとなった場合で、故意若しくは重大な過失による違約・違反が認められた場合には、奨学金の一部若しくは全部の返還を求め

ることがあります。

①やむを得ない事情により大学を休学又は長期にわたって欠席したとき（休止又は廃止）

②学業又は素行などの状況により指導上必要があると認めたとき（休止又は廃止）

③傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき（廃止）

④学業成績又は操行が不良となったとき（廃止）

⑤在学する大学における学籍を失ったとき（廃止）

⑥在学する大学より停学処分を受けたとき（休止または廃止）

⑦当財団の事務局と連絡が取れなくなったとき又はその指示や指導に従わなかったとき（廃止）

⑧当財団の名誉を傷つけ又は著しく迷惑をかけたとき（廃止）

⑨奨学金事業に関して当財団に対する虚偽の申請または報告を行ったとき（廃止）

⑩知りえた個人情報等を第三者に漏洩した事実があったとき（廃止）

⑪前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき（廃止）

なお、病気など、やむを得ない事情がある場合は、状況説明書をご提出いただき、その内容を当財団事務局で確認のうえ、対応を決定します。

７.選考方法

（１）選考の流れ

①形式審査

提出された申請書類について、応募の要件（申請書締め切り日、申請者の応募資格、必要書類の有無、記載不備等）について審査します。

応募の要件を満たしていないものは、以降の選考の対象から除外されます。

②書類選考

申請書類を基に、外部有識者等により構成される選考委員会にて評価します。

在学中の専攻内容や将来の希望進路等を踏まえ、なぜその進路を希望しているのか、その希望進路に向けてどのように取り組んでいるか、

どのように社会貢献できる人材となっていきたいか等を確認します。

③面接選考（オンライン）

書類選考を通過した申請につき、面接選考を行います。

④最終選考

書類選考及び面接選考の評価を踏まえ、選考委員会で助成対象候補及び助成金額案を決定します。

⑤助成対象者の決定

選考委員会で決定された助成対象候補及び助成金額案を踏まえ、当財団の理事会が助成対象者及び助成金額を決定します。

（２）選考に関与する者

公正で透明な評価を行う観点から、申請者等に関して下記に示す利害関係を有する選考委員は、選考に加わりません。

■申請者等と親族関係にある者



■申請者等と同一の大学・研究機関等に所属している者

■その他、当財団が利害関係にあると判断した者

（３）選考の観点

家計基準や学力基準は、独立行政法人日本学生支援機構の基準に準じ、これに小論文や面接など財団独自の観点を加えて審査を行います。

８.助成決定後の助成対象者の責務

（１）誓約書等の提出

助成対象者には、奨学金支給を円滑に推進するため、採択後直ちに誓約書、在学証明書、および振込口座確認書を提出いただきます。

（２）活動報告

■半年ごとに活動報告書を提出いただきます。

■通期報告として年度末の成績証明書および令和９年４月の在学証明書（または卒業証明書）を提出いただきます。

■半年毎に開催する報告会（オンライン）に参加していただきます。

（３）奨学生交流会

新旧の奨学生が一堂に会し、先輩からの談話や参加者の近況報告等を通じて親睦を深め、自身の将来設計の参考となる情報交換ができる奨学生交流会

の開催を予定していますので、これらの行事へは積極的に参加してください。

（４）下記の場合、速やかに当財団事務局へ届け出てください。

①在籍先、住所、電話番号やメールアドレス等、連絡先を変更したとき

②進級できなかったとき

③休学又は復学したとき

④停学又は退学したとき

⑤その他、奨学金給付の継続にあたって必要となる事項に変更があったとき

②～⑤の場合、財団事務局で事情を確認し、前記「６.（２）奨学金の休止又は廃止」に準じて、奨学金支給の休止、廃止、または再開を判断します。

９.応募方法

■本ページの下部にある申請書に記入の上、提出書類は在籍する学校より郵送により提出してください。

（本人からの郵送、メールでの受付はいたしません）

■事前に学校より申請者一覧（別紙）のメールが必要です。

■申請書は、パソコン入力し署名・捺印を行ってください。

（ただし奨学金申請書の奨学金担当者情報記載欄、推薦書の手書きは可、及び軽微な手書き修正は可とします。）

■申請書の返却はいたしません。

■提出書類：

①申請書類（推薦書含む）

②成績証明書

③収入証明書（源泉徴収票、確定申告書、非課税証明書　等）

　ただし成年未満および中等教育を受けている方の非課税証明は不要です。

④その他必要な証明書

１０. 応募問い合わせ及び申請書提出先

〒654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台５丁目19-２

公益財団法人G-7奨学財団　事務局宛

TEL：078-798-5477　　FAX：078-798-5470

E-mail：office@g-7foundation.or.jp

URL：https://g-7foundation.or.jp

申請書類は下記よりダウンロードしてください。（Word形式）

申請書類一式

申請書類の記載例は下記よりダウンロードしてください。（PDF形式）

申請書類の記載例

mailto:office@g-7foundation.or.jp
https://g-7foundation.or.jp/
https://g-7foundation.or.jp/data/G-7_syougakukin.docx
https://g-7foundation.or.jp/data/kisairei_syougakukin.pdf


申請者一覧は下記よりダウンロードしてください。（Excel形式）

申請者一覧

TEL：078-798-5477　FAX：078-798-5470

URL：https://g-7foundation.or.jp E-mail：office@g-7foundation.or.jp

Copyright © G-7 Scholarship Foundation All Right Reserved.

個人情報の取扱についてサイトポリシー

https://g-7foundation.or.jp/data/ichiran-syougakukin.xlsx
https://g-7foundation.or.jp/
mailto:office@g-7foundation.or.jp
https://g-7foundation.or.jp/privacy.html
https://g-7foundation.or.jp/term.html


トップ ＞ 令和8年度 定期公募 ＞ 応募にあたっての留意点

応募にあたっての留意点

助成金の不正な使用等に関する措置

（１）助成の解除等の措置

助成金の不正使用及び不正受給（以下、「不正使用等」という。）が認められた助成対象については、助成金の交付を中止するとともに、支払い済みの

助成金の全部又は一部の返還を求めます。

申請書に虚偽の記載等があることが判明した場合は、採択後でも決定を取り消すとともに、支払い済みの助成金の全部又は一部の返還を求めます。

（２）不正事案の公表

当事業において、助成金の不正使用等を行った申請者や、善管注意義務に違反した申請者については、当該事案の概要等について、当財団において公表

することがあります。

（３）関係法令に違反した場合の措置

関係法令・指針等に違反して当事業を実施した場合、助成金の交付を中止するとともに、支払い済みの助成金の全部又は一部の返還を求めることがあ

ります。

（４）事業実施者等の安全に対する責任

当事業の実施期間中に生じた傷害や疾病等を含むあらゆる事故等について、当財団は一切責任を負いません。

（５）応募情報及び個人情報の取扱い

申請書類等の提出物は審査のために利用します。応募に関連して提供された個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守

し、下記各項目の目的にのみ利用します。

ただし、法令などにより提供を求められた場合を除きます。

■当事業の審査及び審査に関係する事務連絡、通知等に利用します。

■審査後、採択された方については、引き続き、事務連絡等に利用します。

■当財団が開催するセミナー等の案内、及び、当財団が実施する助成事業の募集・案内等の連絡に利用します。

TEL：078-798-5477　FAX：078-798-5470

公募の概要  奨学金助成（大学生、大学院生）  奨学金助成（農業大学校生） 

研究開発助成  スポーツ活動助成  応募にあたっての留意点 

新着情報一覧 サイトのご利用にあたって 個人情報の取扱について お問合せ

G-7奨学財団について 事業計画について 事業報告について 令和8年度 定期公募 令和7年度 秋季公募 公告・開示 アクセス
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